
そ
の
事
由
と
し
て

A
投
票
日
に
区
域
を
問
わ
ず
、
職
務

も
し
く
は
業
務
ま
た
は
冠
婚
葬
祭
の

主
宰
な
ど
に
従
事
す
る
場
合

B
や
む
を
得
な
い
用
務
ま
た
は
事
故

の
た
め
、
投
票
区
の
区
域
外
に
旅
行

ま
た
は
滞
在
す
る
場
合

C
疾
病
、
負
傷
、
妊
娠
な
ど
に
よ
り

歩
行
が
困
難
で
あ
る
と
予
想
さ
れ
る

場
合
な
ど
で
す
。

こ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

は
、
次
の
期
間
内
に
入
場
券
（
印
鑑

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
）
を
持
っ
て
、

市
役
所
１
階
選
挙
管
理
委
員
会
事
務

局
に
お
い
で
く
だ
さ
い
。

○
期
間
　
10
月
22
日
〜
10
月
28
日

○
時
間

毎
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
８
時

◎
開
票

投
票
日
当
日
、
白
石
市
中
央
公
民

館
で
即
日
開
票
を
行
い
ま
す
。

◎
選
挙
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

（
白
石
市
役
所
１
階
）

@
２
２
―
１
３
１
５

任
期
満
了
に
伴
う
白
石
市
長
選
挙

は
、
10
月
22
日
に
告
示
さ
れ
、
10
月
29

日
に
投
票
が
行
わ
れ
ま
す
。

な
お
、
現
在
市
議
会
議
員
に
欠
員
が

生
じ
て
い
る
た
め
に
、
白
石
市
議
会
議

員
補
欠
選
挙
も
同
時
に
行
わ
れ
ま
す
。

棄
権
す
る
こ
と
な
く
、
み
ん
な
で
大

切
な
一
票
を
投
じ
ま
し
ょ
う
。

◎
今
回
の
選
挙
に
投
票
で
き
る
人

次
の
要
件
に
よ
り
選
挙
人
名
簿
の
登

録
を
行
い
ま
す
。

【
住
所
要
件
】
平
成
12
年
７
月
21
日
以

前
に
転
入
届
け
出
（
住
民
票
作
成
）
を

し
た
方
。

な
お
、
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て

い
て
も
投
票
日
当
日
、
白
石
市
に
住
所

が
な
い
と
投
票
で
き
ま
せ
ん
。

【
年
齢
要
件
】
昭
和
55
年
10
月
30
日
以

前
に
生
ま
れ
た
方
（
当
市
に
三
カ
月
以

上
住
所
を
有
す
る
方
）。

な
お
、
10
月
11
日
以
降
の
市
内
の
住

所
異
動
者
は
、
従
前
の
投
票
所
で
投
票

を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

◎
入
場
券

郵
便
に
よ
り
お
届
け
し
ま
す
。

１
枚
の
ハ
ガ
キ
に
４
名
連
記
さ
れ
て
お

り
ま
す
の
で
、
各
自
切
り
離
し
て
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

な
お
、
入
場
券
を
な
く
し
た
り
、
し

ま
い
忘
れ
た
り
し
た
と
き
は
、
投
票
所

の
受
付
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

◎
投
票
時
間

投
票
時
間
は
、
午
前
７
時
か
ら
午
後

８
時
ま
で
で
す
が
、
次
の
投
票
区
は
時

間
を
繰
り
上
げ
ま
す
。

○
午
後
５
時
ま
で

福
岡
第
七
投
票
区
、
福
岡
第
八
投
票
区

小
原
第
一
投
票
区
、
小
原
第
六
投
票
区

○
午
後
６
時
ま
で

福
岡
第
二
投
票
区
、
福
岡
第
六
投
票
区

福
岡
第
十
投
票
区
　

◎
不
在
者
投
票

投
票
は
、
投
票
所
で
当
日
投
票
す
る

の
が
原
則
で
す
が
、
不
在
者
投
票
の
制

度
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
平
成
10
年
６
月
か
ら
公
職
選

挙
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
不
在
者
投
票

が
緩
和
さ
れ
て
い
ま
す
。

◆
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給

介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
に
支
払
っ
た

額
（
１
割
の
自
己
負
担
分
）
が
高
額
と

な
っ
た
場
合
に
は
、
上
限
額
を
超
え
た

分
が
払
い
戻
さ
れ
ま
す
の
で
申
請
を
し

て
く
だ
さ
い
。

10

く

ら

し

百

科

�

Œ
は
お
問
い
合
せ
先
で
す�

10
月
29
日
∂
は
、

の
投
票
日
で
す

11

介
護
保
険
料
の
徴
収
が
始
ま
り
ま
す

平
成
12
年
４
月
か
ら
始
ま
り
ま
し
た

介
護
保
険
制
度
に
よ
り
、
第
２
号
被
保

険
者
（
40
歳
か
ら
65
歳
の
方
）
に
続
い

て
、
円
滑
な
実
施
の
た
め
の
特
別
政
策

に
よ
り
徴
収
が
半
年
延
期
さ
れ
て
い
た

第
１
号
被
保
険
者
（
65
歳
以
上
の
方
）

の
介
護
保
険
料
の
徴
収
も
今
月
よ
り
開

始
さ
れ
ま
す
。

保
険
料
額
は
、
対
象
と
な
る
方
へ
７

月
に
保
険
料
額
決
定
通
知
書
を
お
送
り

し
て
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。

納
付
方
法
に
つ
き
ま
し
て
は
、
年
金

天
引
き
の
方
は
、
特
に
手
続
き
を
し
て

65
歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
料
が

今
月
か
ら
徴
収
さ
れ
ま
す

65
歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
料
の
徴

収
は
特
別
措
置
に
よ
り
、
今
月
（
10
月
）

か
ら
始
ま
り
ま
す
。

保
険
料
の
徴
収
は
、
原
則
と
し
て
公

的
年
金
か
ら
差
し
引
く
方
法
で
行
わ
れ

ま
す
が
、
対
象
と
な
る
方
は
平
成
12
年

４
月
１
日
現
在
で
、
年
額
18
万
円
以
上

の
老
齢
年
金
受
給
者
（
老
齢
福
祉
年
金

を
除
く
）
と
な
り
ま
す
。

厚
生
年
金
・
国
民
年
金
の
老
齢
年
金

か
ら
徴
収
す
る
介
護
保
険
料
に
つ
い
て

は
、
今
月
の
社
会
保
険
庁
か
ら
送
付
さ

れ
る
支
払
通
知
書
（
ハ
ガ
キ
）
に
金
額

が
記
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

公
的
年
金
か
ら
の
徴
収
対
象
者
以
外

の
方
は
、
白
石
市
に
直
接
納
め
て
い
た

だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

○問
税
務
課
介
護
保
険
料
係

@
２
２
―
１
３
１
３

国
民
年
金
保
険
料
の

免
除
申
請
は
お
早
め
に
！

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
に
は

申
請
免
除
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

前
年
度
に
申
請
さ
れ
た
方
も
含
め
て
、

今
月
中
に
申
請
を
し
ま
せ
ん
と
４
月
分

か
ら
の
適
用
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の

で
、
お
急
ぎ
く
だ
さ
い
。

○問
市
民
課
国
民
年
金
係

@
２
２
―
１
３
１
２

医
療
費
に
つ
い
て
は
、
高
齢
化
、
疾
病

の
多
様
化
な
ど
に
よ
り
、年
々
増
大
の
一

途
を
た
ど
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
こ
の
た
び
、
厚
生
省
の
指
導
に
よ

る
重
複
・
頻
回
受
診
者
へ
の
訪
問
指
導

事
業
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

10
月
か
ら
、
該
当
す
る
方
の
ご
家
庭

に
指
導
員
が
、
健
康
づ
く
り
や
適
切
な

受
診
に
つ
い
て
の
相
談
の
た
め
訪
問
い

た
し
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。
な
お
、
訪
問
の
際
は
事
前

に
ご
連
絡
い
た
し
ま
す
。

※
重
複
受
診
者
と
は
、
同
一
傷
病
に
つ

い
て
、
同
月
内
に
、
診
療
科
が
同
じ
複

数
の
医
療
機
関
に
行
っ
て
受
診
し
て
い

る
方
。

※
頻
回
受
診
者
と
は
、
同
一
傷
病
に
つ

い
て
、
同
月
内
に
、
同
じ
診
療
科
に
多

数
回
行
っ
て
受
診
し
て
い
る
方
。

○問
保
険
課
国
民
健
康
保
険
・
老
人
保
健
係

@
２
２
―
１
３
６
１

労
働
省
で
は
、
10
月
を
「
高
年
齢
者

雇
用
促
進
月
間
」
と
定
め
、
高
年
齢
者

の
雇
用
就
業
の
促
進
に
つ
い
て
、
啓
発

活
動
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

高
年
齢
者
の
65
歳
ま
で
の
安
定
し
た

雇
用
の
確
保
の
た
め
、
事
業
主
の
方
々

を
は
じ
め
、
地
域
の
皆
様
の
一
層
の
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

○問
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
白
石

@
２
５
―
３
１
０
７

い
た
だ
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
天
引

き
さ
れ
な
い
方
へ
は
、
今
月
半
ば
に
納

付
書
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
そ
ち
ら

で
お
納
め
く
だ
さ
い
。

介
護
保
険
料
に
つ
い
て
の
詳
し
い
説

明
は
、
先
月
の
広
報
と
一
緒
に
お
配
り

し
ま
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
「
は
じ
ま
り

ま
す
。
介
護
保
険
の
保
険
料
」
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

納
付
書
納
付
の
方
へ
は
、
口
座
振
替

を
お
勧
め
い
た
し
ま
す
。

○問
税
務
課
介
護
保
険
料
係

@
２
２
―
１
３
１
３

介
護
保
険
の
利
用
者
負
担
軽
減
措
置
に
つ
い
て

国
民
年
金
か
ら

重
複
・
頻
回
受
診
の
方
へ
の

訪
問
指
導
事
業
が
始
ま
り
ま
す

ひ
ろ
げ
よ
う
　
65
歳
の
現
役
社
会

10
月
は
高
年
齢
者
雇
用
促
進
月
間

Ｑ．

国
民
健
康
保
険
税
額
が

変
更
に
な
り
ま
し
た
が
、
ど

う
し
て
で
し
ょ
う
か
？

Ａ．

国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い

る
方
の
中
で
算
定
根
拠
に
変
更
が
あ
っ

た
場
合
、
翌
月
以
降
の
納
期
分
か
ら
税

額
が
変
更
さ
れ
ま
す
。
例
え
ば
次
の
よ

う
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

A
社
会
保
険
に
加
入
し
た
方
、
や
め
た

方
が
い
た
場
合
。

B
生
ま
れ
た
方
や
亡
く
な
っ
た
方
が
い

た
場
合
。

C
転
出
や
転
入
の
届
け
出
を
し
た
場
合
。

D
修
正
申
告
な
ど
に
よ
り
、
所
得
金
額

に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
。

な
お
、
税
額
に
変
更
が
生
じ
た
と
き

は
税
務
課
よ
り
通
知
書
が
送
付
さ
れ
ま

す
。
確
認
の
上
、
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

10
月
は
国
民
健
康
保
険
税
第
５
期
の
納

付
月
で
す
。

Q&A
国保税

�

〜
こ
の
一
票
　
託
し
て
み
よ
う
　
み
ん
な
の
未
来
〜

白
石
市
長
選
挙

白
石
市
議
会
議
員
補
欠
選
挙

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

・
印
鑑

・
介
護
保
険
被
保
険
者
証

・
領
収
書
（
写
）

・
本
人
名
義
の
通
帳
（
郵
便
局
以
外
）

◆
介
護
保
険
施
設
入
所
者
の
食
費
の

減
額
制
度（
標
準
負
担
額
減
額
制
度
）

介
護
保
険
施
設
（
特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
、
老
人
保
健
施
設
、
療
養
型
病
床

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

・
印
鑑

・
介
護
保
険
被
保
険
者
証

●
申
請
場
所

利
用
者
負
担
軽
減
に
つ

い
て
は
、
健
康
セ
ン
タ
ー
内
保
険
課
窓

口
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

○問
保
険
課
介
護
保
険
係

@
２
２
―
１
３
６
１

群
な
ど
）
に
入
所
さ
れ
て
い
る
方
は
、

サ
ー
ビ
ス
に
係
る
費
用
の
１
割
と
食
事

の
費
用
（
一
般
世
帯
の
場
合
は
日
額
７

６
０
円
）
を
負
担
し
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
が
、
所
得
額
に
応
じ
て
、

１
日
当
た
り
の
食
事
に
係
る
費
用
（
標

準
負
担
額
）
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

交
通
死
亡
事
故
多
発
非
常
事
態
宣
言
中

〜
平
成
12
年
８
月
23
日
か
ら
11
月
30
日
ま
で
〜

県
内
で
は
、
今
年
に
入
り
残
念
な
が

ら
交
通
死
亡
事
故
が
多
発
し
て
お
り
ま

す
。
死
亡
者
は
、
昭
和
50
年
以
降
最
悪

の
ペ
ー
ス
で
増
え
続
け
て
い
ま
す
。

現
在
、
宮
城
県
で
は
、
交
通
死
亡
事

故
多
発
非
常
事
態
宣
言
を
し
、
事
故
防

止
に
県
民
総
ぐ
る
み
で
取
り
組
む
こ
と

を
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。

市
内
に
お
い
て
も
、
市
民
の
皆
さ
ん

に
交
通
ル
ー
ル
を
遵
守
し
て
い
た
だ
き
、

こ
れ
以
上
悲
惨
な
事
故
が
起
き
な
い
よ

う
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

電
動
式
車
い
す
・
歩
行
補
助
車
を
使
用

さ
れ
て
い
る
皆
さ
ん
へ

最
近
、
特
に
お
年
寄
り
の
方
で
、
電

動
式
車
い
す
や
歩
行
補
助
車
で
道
路
を

通
行
さ
れ
て
い
る
方
が
増
え
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
は
道
路
交
通
法
で
は
歩
行
者

と
み
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

ほ
か
の
車
両
や
通
行
人
と
の
よ
り
よ

い
関
係
を
保
つ
た
め
、
以
下
の
点
に
お

気
を
つ
け
い
た
だ
き
、
交
通
安
全
に
ご

協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

A
通
行
す
る
の
に
十
分
な
歩
道
が
あ
る

場
合
は
、
歩
道
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

B
車
両
が
そ
ば
を
通
る
道
路
を
通
行
す

る
場
合
は
、
ほ
か
の
車
両
や
通
行
人
に

十
分
注
意
を
し
て
く
だ
さ
い
。

C
蛇
行
す
る
な
ど
危
険
な
通
行
は
、
お

や
め
く
だ
さ
い
。

○問
生
活
環
境
課
@
２
２
―
１
３
１
４

宮城県最低賃金
日額 4,897円

時間額　613円

平成12年10月１日発効

宮城労働局・各労働基準監督署

対象となる方 上　限　額

一般世帯 ３７，２００円

市民税非課税世帯 ２４，６００円

老齢福祉年金受給

者で市民税非課税

世帯等

生活保護受給者等

１５，０００円

対象となる方
食費の自己負担額

（日額）

市民税非課税世帯 ５００円

老齢福祉年金受給

者で市民税非課税

世帯等

生活保護受給者等

３００円

開
票
速
報
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.city.shiroishi.m

iyagi.jp/senkyo/


